
4682貸 出 金 償 却
2019年度 2020年度

4,424
1,668
1,754
1,000
3,628
1,282
2,345

82.02％

4,649
2,419
1,751

477
4,036
1,650
2,386

86.82％

61.73％72.92％

区　　　分 2019年度 2020年度 （注）貸倒引当金は、個別貸倒引当金および要管理債権に対して計上
している一般貸倒引当金の合計額です。

金融再生法開示債権保全状況 （単位：百万円）

（Ａ）

（Ｂ）
（Ｃ）
（Ｄ）

(Ｂ) ／（Ａ）（％）

（Ｃ）／（（Ａ）ー（Ｄ））（％）

金融再生法上の不良債権
　破産更生債権およびこれらに準ずる債権
　危険債権
　要管理債権
保全額
　貸倒引当金
　担保･保証等
保全率
担保･保証等控除後債権に対する引当率

貸出金償却の額 （単位：百万円）

137,513

1,668
1,754
1,000

142,002

2,419
1,751

477
132,864

146,426

破産更生債権およびこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
正常債権

計合

区　　　分 2019年度 2020年度 （注）1.「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」とは、破産手続
開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに
準ずる債権です。

2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていない
が、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本
の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権です。

3.「要管理債権」とは、「3ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩
和債権」に該当する貸出金をいいます。

4.「正常債権」とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題
がない債権であり、「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、

「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。

金融再生法開示債権 （単位：百万円）

リスク管理債権に対する担保･保全及び引当金の引当･保全状況 （単位：百万円）

1. 破綻先債権･延滞債権に対する担保･保証及び引当金の引当･保全状況
区　　　分

破綻先債権額（Ａ）
延滞債権額（Ｂ）
合計（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）
担保・保証額（Ｄ）
回収に懸念がある債権額（Ｅ）＝（Ｃ）－（Ｄ）
個別貸倒引当金（Ｆ）
同引当率（Ｇ）＝（Ｆ）／（Ｅ）（％） 78.81％

124
3,283
3,407
1,793
1,614
1,208

318
3,841
4,159
2,109
2,050
1,615

74.87％

2019年度 2020年度

2. 3ヵ月以上延滞債権･貸出条件緩和債権に対する担保･保証及び引当金の引当･保全状況

29
971

1,000
542
457

69

38
439
477
267
210

33
15.09％15.71％

３カ月以上延滞債権額（Ｈ）
貸出条件緩和債権額（Ｉ）
合計（Ｊ）＝（Ｈ）＋（Ｉ）
担保・保証額（Ｋ）
回収に管理を要する債権額（Ｌ）＝（Ｊ）－（Ｋ）
貸倒引当金（Ｍ）
同引当率（Ｎ）＝(Ｍ)／（Ｌ）（％）

区　　　分 2019年度 2020年度

3. リスク管理債権の合計額

4,4084,637合計（Ｃ）＋(Ｊ)
区　　　分 2019年度 2020年度

（注）1.「破綻先債権」（A）とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期
間継続していることその他の事由により、元本又は利息の取
立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな
かった貸出金（未収利息不計上貸出金）のうち、次のいずれか
に該当する債務者に対する貸出金です。
① 更生手続開始の申立てがあった債務者
② 再生手続開始の申立てがあった債務者
③ 破産手続開始の申立てがあった債務者
④ 特別清算開始の申立てがあった債務者
⑤ 手形交換所等による取引停止処分を受けた債務者

2.「延滞債権」（B）とは、未収利息不計上貸出金のうち次の2つを
除いた貸出金です。
①上記「破綻先債権」に該当する貸出金
②債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息

の支払を猶予した貸出金
3.「3ヵ月以上延滞債権」（H）とは、元本又は利息の支払が約定

支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している貸出金で破綻先債
権及び延滞債権に該当しない貸出金です。

4.「貸出条件緩和債権」（I）とは、債務者の経営再建又は支援を
図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の
返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債
権に該当しない貸出金です。

5.なお、これらの開示額（A、B、H、I）は担保処分による回収見込
額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当ててい
る個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全てが損失
となるものではありません。

6.「担保・保証額」（D、K）は、自己査定に基づいて計算した担保
の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる
額の合計額です。

7.「個別貸倒引当金」（F）は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の
うち、破綻先債権額（A）、延滞債権額（B）に対して個別に引当
計上した金額です。

8.「貸倒引当金」（M）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の
額のうち3ヵ月以上延滞債権額（H）・貸出条件緩和債権額（I）
に対して引当てた額を記載しております。 

管理債権等 当金
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定性的な開示項目

当金庫の自己資本の充実の状況等

38ユーシンリポート2021

１．自己資本調達手段の概要
益利、金立積別特（金余剰益利るいてて立み積が庫金当に主、は本資己自　 　

準備金等）と地域のお客さまからお預かりしている出資金により構成されて
います。

２．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
とこう行を等げ上積の本資るよに保留部内、はてし関に度実充の本資己自　 　

により、自己資本を充実させており、経営の健全性を十分に維持している水
準にあると評価しております。

いづ基に画計益収のとご度年、はていつに策実充の本資己自の来将、おな　 　
た業務推進により計上された利益の資本積上げを第一義的な施策として考え
ております。

３．信用リスク管理に関する項目事項
　⑴リスク管理の方針および手続きの概要

信与、けづ置位とつとひの題課要重の営経を理管クスリ用信、はで庫金当　 　
業務の基本理念や方針等を明示した「信用リスク管理要領」を制定し、役職
員に理解と遵守を促すとともに、信用リスク管理の徹底を図っております。

分クスリるよに進推くづ基に義主数先口小、はていつに価評のクスリ用信　 　
散を図るとともに、厳格な自己査定を実施し、不良債権の適正な償却・引当
を実施しています。

査産資・門部進推業営・門部資融、はていおに理管信与の件案別個、たま　 　
定部門を完全に分離独立した組織とし、営業店の一次審査と本部の二次審査
による厳しい審査体制をとっています。

準基るす関に当引び及却償「にび並」ルアュニマ定査己自「、は金当引倒貸　 　
書」により、自己査定における債務者区分ごとに計算された貸倒実績率を基
に算定するとともに、その結果については監査人の監査を受けるなど、適正
な計上に努めております。

　⑵リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関
りおてし用採を法手的準標りたあに定判のトイエウ・クスリ、はで庫金当　 　

ます。
のーャジーポスクエ、ていつに）等券証価有（部一の産資るす有保、たま　 　

種類ごとに使用する適格格付機関は以下のとおりです。
　　・国内債券エクスポージャー　
　　　株式会社　格付投資情報センター（R&I）
　　　株式会社　日本格付研究所（JCR）
　　・外国債券エクスポージャー

　　　スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（S&P）

４．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続の概要
たるす化減軽をクスリ用信るいてえ抱が庫金当、はと法手減削クスリ用信　 　

めの措置を指し、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが該当し
ます。

な々様どな容内務財、源財済返、途使金資、し際に査審信与、はで庫金当　 　
角度から検討をしており、担保や保証による保全措置は、補完的な位置づけ
として捉えております。

保担、にもととむ組取に進推の資融なうよいなし存依に度過に証保や保担　 　
や保証が必要な場合は、お客さまへの十分なご説明をしたうえでご契約をい
ただいております。

評保担「び及」程規扱取務業資融「、はていつにき続手の証保・保担、たま　 　
価要領」等により適切な取扱いをしております。

りおてし用採を法手の下以、てしと法手減削クスリ用信はで庫金当、おな　 　
ます。

　⑴適格金融資産担保
リ用信を額保担、ていつに金出貸るいてしと保担を金積期定び及金預期定　 　

スク削減額としています。担保額については、貸出金残高を上限とし、定期
預金は元金、定期積金は掛込残高の範囲内とします。

　⑵貸出金と自金庫預金の相殺
引取信与該当、に合場たし失喪を益利の限期が先引取、ていおに引取信与　 　

の範囲において、預金相殺を用いる場合があります。
　⑶保証

産資原、ていつに権債るいてし証保が等関機係関府政、体団共公方地、国　 　
および債務者のリスク・ウエイトに代えて当該保証機関のリスク・ウエイト
を適用しています。

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管
　　理の方針並びに手続きの概要
　　当金庫は、該当取引を行っておりません。

６．証券化エクスポージャーに関する事項
　⑴リスク管理の方針及びリスク特性の概要

を等権債ンーロるす有保が）ーターネジリオ（関機融金、はと引取化券証　 　
裏付けとして有価証券に組み替え、第三者（投資家）に売却して流動化する
ことをいい、証券化エクスポージャーとは、証券化商品にかかるエクスポー
ジャーをいいます。

、がんせまりあは当該の引取化券証のてしとーターネジリオ、はで庫金当　 　
有価証券投資の一環（投資家）として、証券化商品を保有する場合があります。

付が関機付格、価評価時、向動場市、はクスリの品商化券証、はで庫金当　 　
与する格付等によって把握するなど、適切なリスク管理を行っております。

制体るす定規にでま号4第らか号1第項1第条842第示告率比本資己自 ⑵　
の整備及びその運用状況の概要

市るれさ包内、ていおに門部用運場市、はてったあに資投のへ品商化券証　 　
場リスクや商品特性を十分に調査の上、「資金運用規程」等の諸規程の定めを
遵守し、資金運用検討会に諮った上で投資することとしております。また、

投資後も、市場運用部門・リスク管理部門において、証券化商品の市場動向・
時価評価等を継続的にモニタリングするとともに、必要に応じて経営陣に報
告する態勢を整えております。

　⑶信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針
　　信用リスク削減手法としての証券化取引の該当はありません。
　⑷ 証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
　　当金庫は標準的手法を採用しております。

っ行が庫金用信該当、ちうの）。く除を等人法子結連（等人法子の庫金用信 ⑸　
た証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しているものの名称

　　信用リスク削減手法としての証券化取引の該当はありません。
　⑹証券化取引に関する会計方針

計会券証価有「るめ定の庫金当、はていつに理処計会るかかに品商化券証　 　
処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に
従い、適正な処理を行っております。

るす用使に定判のトイェウ・クスリのとご類種のーャジーポスクエ化券証 ⑺　
適格格付機関の名称

　　適格格付機関は以下の 2 機関を採用しております。
　　株式会社　格付投資情報センター (R&I)
　　株式会社　日本格付研究所 (JCR)

７．オペレーショナル・リスクに関する事項
　⑴リスク管理の方針及び手続きの概要

で切適不がムテスシ・人・スセロプ部内「、はとクスリ・ルナョシーレペオ　 　
あることもしくは機能しないこと、または外生的事象の発生によって生じる
損失に係るリスク」を指します。

クスリ評風「、」領要理管クスリ務法「、」領要理管クスリ務事「、はで庫金当　 　
管理要領」及び「システムリスク管理要領」を定め、オペレーショナル・リス
ク管理に取組むことにより、リスクの顕現化の未然防止に努めております。

検ていおに等議会署部当担理管クスリ各、てし関にクスリのられこ、たま　 　
討するとともに、必要に応じ常勤理事会へ報告する態勢を整備しております。

　⑵オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　　当金庫は、基礎的手法を採用しております。

８．銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー
のもるたあにーャジーポスクエるす類にれこ他のそ資出るけおに定勘行銀　 　

は、上場株式、非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式、上場優先出
資証券、株式関連投資信託、その他ベンチャーファンドまたは投資事業組合
への出資金が該当します。

、はていつに託信資投連関式株、券証資出先優場上、式株場上、ちうのそ　 　
毎日時価評価を行い、価格変動リスク管理をするとともに、運用状況により「資
金運用検討会」に諮り、対応について検討をしております。

てしと段手ジッヘクスリ利金の資投券債、は資投のへ品商連関式株、たま　 　
捉えており、ポートフォリオ全体のリスク・バランスに配慮した運用に心掛
けております。

ンァフーャチンベ他のそ、式株資投策政、社会連関・社会子、式株場上非　 　
ドまたは投資事業組合への出資金については、その公共性等を勘案しながら
個別に慎重な投資判断をしております。

券証価有「るめ定の庫金当、はていつに理処計会るかかに引取該当、おな　 　
会計処理基準」および日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」
に従い、適正な処理を行っております。

９．金利リスクに関する事項
　⑴リスク管理の方針及び手続の概要

現の債負・産資るす有保の庫金当りよに動変の利金場市、はとクスリ利金　 　
在価値が変動するリスクを指します。

利金る係に引取スンラバフオ、債負・産資応感利金のてべす、はで庫金当　 　
リスクである銀行勘定の金利リスク（以下、IRRBB:lnterestRate Risk in the 
BankingBook) の計測等を行っています。

、化適最の債負・産資、はていつに果結測計の)BBRRI(クスリ利金の定勘行銀　 　
健全性の確保に向けた検討を行うため、ALM 委員会へ月次で報告を行ってい
ます。

　⑵金利リスクの算定手法の概要
)2注(IIN⊿び及)1注(EVE⊿るなと象対の示開的量定くづ基に示告示開 　　

並びに当金庫がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項
価的済経るす対にクッョシ利金、ちうの)BBRRI(クスリ利金の定勘行銀 )1注（

値の滅少額として計測されるものであって、開示告示に定められた金利
ショックにより計算されるものをいいます。

準基出算るす対にクッョシ利金、ちうの)BBRRI(クスリ利金の定勘行銀 )2注（
日から 12 ヶ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測され
るものであって、開示告示に定められた金利ショックにより計算される
ものをいいます。

　・流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期：平均 2.5 年
　・流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期：5 年以内
　・流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）及びその前提
　・固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
　・複数の通貨の集計方法及びその前提
　　いずれも金融庁が定める保守的な前提を採用しています。
　・スプレッドに関する前提、内部モデルの使用等

いてし用使、はルデモ部内。んせまいてし慮考は提前るす関にドッレプス 　　
ません。

　・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
るす関にクスリ利金.01「、は目項示開な的量定の項事るす関にクスリ利金 　　

事項」に記載しています。




